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任期満了に伴う任期満了に伴う
組合会議員の改選が行われます組合会議員の改選が行われます

　共済組合の事業は、組合員の皆さんから選ばれた議員によって構成される「組合会」において、重要
事項が審議・決定され、運営されます。
　この組合会議員の任期は２年で、現在の議員は、来る１１月３０日をもって任期満了となります。よっ
て、これに伴う次期組合会議員の選挙が行われますが、市町村長組合員により長側組合会議員を、市
町村長以外の組合員において職員側組合会議員を選出します。
　職員側組合会議員の選挙方法は、組合員各人が直接選挙を行うことが困難なため、代議員を選出
し、代議員の互選により議員を選出する、いわゆる間接選挙となっています。
　また、選挙は市町村長及び代議員の投票により行っていますが、市町村長及び代議員の過半数の者
に異議がない場合は、それぞれ指名推せんの方法でもよいことになっています。
　なお、次期職員側組合会議員の選挙は、１１月１８日（金）に山口市の防長苑で行われます。　
　組合会の役割、組合会の構成、組合会議員の選出方法等は、次のようになっています。

（1） 長側組合会議員 （第１選挙区 ： 市長） 11月24日（木） 自治会館
（2） 長側組合会議員 （第２選挙区 ： 町長） 11月  9日（水） 自治会館
（3） 職員側組合会議員 （第１～第３選挙区） 11月18日（金） 防 長 苑

共済組合の機関について

選挙日
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第1選挙区
❶

岩国市、柳井市、光市、下松市、防府市、山口市、周南市
上記各市の区域内に事務所を置く一部事務組合及び共済組合

第2選挙区
❷

宇部市、萩市、長門市、美祢市、下関市、山陽小野田市
上記各市の区域内に事務所を置く一部事務組合及び地方独立行政法人

第3選挙区
❸

大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡の区域内の町
上記各郡の区域内に事務所を置く一部事務組合

※ 市町村長以外の組合員が選挙する議員の選挙区及び所属所

理事の互選

選挙区ごとに互選

選挙区ごとに互選

各市町ごとに、
組合員100人に1人の割合で選出
（１００人に満たない場合は1人）

第１選挙区
（県内の全市）
市長　6人

第2選挙区
②の所属所
4人

第1選挙区
①の所属所
5人

第2選挙区
（県内の全町）
町長　４人

第3選挙区
③の所属所
1人

組合会議員選挙の概要
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　被用者年金制度一元化（以降「一元化」という。）がスタートして一年が経過しました。これまで、共済だ
より等で新しく始まった制度等についてご紹介してきました。「何が変わったのかよくわからないし、実感
もないなぁ・・・。」と思われる方もいるでしょうし、「掛金の負担額が変わった！」「養育特例申請したよ。」と
身近に感じられている方もいると思います。
　今回は、一元化により私たちの制度がどのように変わったのか、また、新しい制度がどのようなものか
を再度ご紹介していきたいと思います。
　なお、本文中に過去に掲載しました内容について、「号・ページ」を掲載しておりますので、詳しい内容は
そちらをご確認ください。過去の共済だよりを紛失されている場合は、山口県市町村職員共済組合ホー
ムページから共済だよりのバックナンバーを見ることができますので、そちらもご活用ください。

一元化による公的年金制度体系の変化

　一元化前は、民間企業に勤めている方は厚生年金に加入し、公務員や私立学校の教職員は共済年金に加入して
いました。平成27年10月からは、公務員等も厚生年金に加入することになり、これにより、2階部分の年金は厚生年
金に統一されることになりました。なお、2階部分の給付設計は、厚生年金も共済年金も同じです。

被用者年金制度一元化から一年・・・
平成２７年１０月から始まった新制度について

～年金特集～

一元化前から公務員として働いています。職域部分は廃止されたとありますが、入職時から一元化までの間の職

域部分は、将来老齢厚生年金を請求してももらえないのですか？

会社員（民間サラリーマン）自営業者など 公務員等

一元化前

厚生年金基金・企業年金等 共済年金（職域部分） 3階部分

厚生年金
国民年金基金等

共済年金 ２階部分

国民年金国民年金 国民年金 １階部分
（基礎年金）

一元化後

厚生年金基金・企業年金等 退職等年金給付※ 3階部分

厚生年金 厚生年金
国民年金基金等

２階部分

国民年金国民年金 国民年金 １階部分
（基礎年金）

※退職等年金給付（年金払い退職給付）…　一元化前の職域部分は廃止され、新たな給付制度が創設されました。

受給できます。職域部分は制度としては廃止となりましたが、年金の算定においては、入職時から平成27年9月ま

での期間については経過的職域加算額として算定し、平成27年10月以降は退職等年金給付として算定します。

Q

A

【気になるQ&A】

2016年5・6月号P2
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ワンストップサービス開始

　一元化に伴い、平成27年10月から共済組合や年金事務所などの実施機関で年金相談や請求手続き
がまとめて行えるワンストップサービスが始まりました。
　一元化前までは、複数の被用者年金（共済年金や民間企業の厚生年金など）の加入記録がある方は、
それぞれの実施機関へ手続きをする必要がありましたが、一元化以降に年金を受給する権利が発生する
方は、1カ所の実施機関へ手続きをすれば、全ての実施機関へ手続きを行ったことになります。このこと
をワンストップサービスと言います。なお、手続きの種類によっては対象とならないものもあります。

ワンストップサービスの流れ
❶ 請求書は、年金を受給する権利が発生する月の約3カ月前に、厚生年金被保険者期間のうち、最終加入記録を有
する実施機関からご自宅に送付されます。
❷請求書類を整え、共済組合または最寄りの年金事務所などに提出します。
　※ 提出先をご自身で選択できます。共済組合から送付された請求書をお住まいの地区の年金事務所に提出する
といったことが可能になります。

❸加入記録を有する各実施機関で、それぞれの加入記録に基づいて老齢厚生年金が決定・支給されます。

平成27年10月1日以降に年金を受給する権利が発生する方の
・老齢厚生年金の請求
・厚生年金の相談（受給者記録・被保険者記録に関する照会、年金の受給資格の有無に関する照会）
・厚生年金に関する届出など（氏名変更届、住所変更届、遺族給付に関する届出など）

▶ワンストップサービスの対象

・昭和42年4月1日以前生まれの特定消防組合員の特例に該当する方の老齢厚生年金の請求
・ 民間企業で働いた期間のある昭和41年4月1日以前生まれの女性の特例に該当する方の老齢厚生年金の請求
（公務員期間の老齢厚生年金と支給開始年齢が異なるため）
・平成27年9月30日までに年金を受給する権利が発生した年金の請求
・障害厚生年金の請求（初診日に加入していた実施機関に請求）

▶ワンストップサービスの対象外

・年金請求書は、各実施機関で共通した請求書となります。
・各実施機関から年金証書が送付されます。
・各実施機関から年金が送金されます。

日本年金機構
（年金事務所など）

山口県市町村職員共済組合
（全国市町村職員共済組合連合会）

日本私立学校振興・共済事業団

実施機関の間で共有

実施機関の間で共有

❸厚生年金の決定・支給
（第 1号厚生年金期間分）

❸厚生年金の決定・支給
（第 3号厚生年金期間分）

❸厚生年金の決定・支給
（第 4号厚生年金期間分） 年金請求者年金請求者

◆年金特集

❷請求書提出

❶請求書送付
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標準報酬制の導入

　一元化前は、組合員が支払う掛金や事業主が負担する負担金、給付額の算定基礎は、給料を基準に算
定する「手当率制」でした。しかし、一元化後は、厚生年金が採用している「標準報酬制」に移行しました。
一体どのように変わって、どのような影響があるのでしょうか？

　月額　　給料×手当率1.25（特別職は1）
ボーナス　期末手当等の合計額（1000円未満切り捨て）

　月額　　基本給+諸手当を標準報酬等級表に当てはめた額
ボーナス　期末手当等の合計額（1000円未満切り捨て）

一元化前　手当率制

一元化後　標準報酬制

　標準報酬とは、共済組合の短期、介護、長期の掛金等、及び傷病手当金など
の短期給付、老齢厚生年金などの長期給付の算定基礎となるものであり、組合
員の受ける報酬月額（基本給+諸手当）に基づいて決められます。

▶標準報酬とは

　「標準報酬月額」の算定基礎となる報酬の範囲は、原則として組合員が自己
の労務の対償として受ける基本給や諸手当等の全てです。報酬は、その性質に
応じて「固定的給与」と「非固定的給与」とに区分され、標準報酬月額の決定・改
定の基礎となります。

▶報酬の範囲について

・制度開始時（平成27年10月～平成28年8月）
　平成27年6月の報酬を基に標準報酬月額を決定します。

⇒　次ページで紹介する養育特例において、手当率制から標準報酬制になったことに伴い、算定基礎額が下がり、
養育特例の適用を受けられる可能性がありますので、ご確認ください。

・資格取得時決定
　組合員の資格を新たに取得した時は、その資格取得日現在の報酬の額により標準報酬月額を決定します。決定
された標準報酬月額は、組合員の資格を取得した日から、その年の8月（6月1日から12月31日までの間に組合員
の資格を取得した方については、翌年の8月）まで適用されます。

▶平成27年10月以降の標準報酬月額の決定

　標準報酬月額の定時決定や改定が行われたり、期末手当等の支給があった
りした場合は、共済組合から通知書により額の通知を行っています。

▶標準報酬決定・改定通知書、標準期末手当等決定通知書の交付について

2015年9・10月号P3～5、2016年3月号P14、5・6月号P5

2015年11・12月号P17、2016年3月号P9、7・8月号P22、9・10月号P7
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養育特例制度について

養育特例の対象となる子と同居しています。一元化により手当率制から標準報酬制になったことで、従前標準報

酬月額が下がった場合、申請したほうがいいですか？

養育特例の適用となる可能性がありますので、申請したほうがよいと思われます。なお、適用となるか不明な場合

は、共済組合年金課へお問い合わせください。

Q1
【気になるQ&A】

　養育特例とは、3歳未満の子を養育している組合員について、養育開始後の標準報酬月額が養育開始
前の標準報酬月額（以降「従前標準報酬月額」という。）を下回るとき、組合員からの申し出により、年金額
の計算においては従前標準報酬月額を適用する制度です。
　なお、この制度は、短時間勤務や時間外勤務の減少等で標準報酬月額が低くなったことにより、将来受
け取る年金額が低くなることを避けるための措置であることから、短期給付等の算定基礎となる標準報
酬月額には適用されません。

▶対象者は？

・3歳未満の子を養育している組合員です。ただし、単身赴任等で子と別居している場合は対象となりません。
・男女ともに対象となります。　・「子を被扶養者にしている」などの要件はありません。
・「育児短時間勤務・部分休業を取得している」などの要件もありません。

▶適用期間は？

開始…子が生まれたとき、子と養子縁組したとき、子と同居したとき、掛金免除（育休・産休）を終了したとき　など

終了… 子が3歳に到達したとき、組合員資格を喪失したとき、他の子を養育することとなったとき、子の死亡または
子と別居により養育しなくなったとき、掛金免除（育休・産休）を開始したとき　など

▶養育特例の開始に伴う申出方法は

　養育特例の適用を受ける場合には、「養育期間標準報酬月額特例申出書」と添付書類を所属所の共済組合事務
担当課経由で共済組合に提出してください。
　なお、現に標準報酬月額が下がっていなくても、養育特例の申出をすることは可能です。

▶養育特例の終了に伴う申出方法

　子の死亡、別居などにより養育しないこととなった場合は、「養育期間標準報酬月額特例終了届出書」を所属所の
共済組合事務担当課経由で共済組合に提出してください。なお、養育している子が３歳に達した時や組合員が退職
した場合は、届出書の提出は必要ありません。

A1

申請するのを忘れていました。今からでも申請できますか？

請求日から2年間は遡及して適用を受けることができます。この制度は、平成27年10月からスタートしましたの

で、今から手続きをしても間に合います。

Q2

A2

❶ 子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書または戸籍抄本

❷子を養育することとなった年月日を証する書類　　❸世帯全員の住民票
添付
書類

◆年金特集

2015年11・12月号P8～ 9、2016年3月号P10～ 11、7・8月号P14
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退職等年金給付（年金払い退職給付）について

　一元化により、これまでの共済年金の３階部分の年金であった「職域部分」が廃止されました。そして、
廃止された職域部分に代わる新たな公務員制度として、平成27年10月からの加入期間については「退
職等年金給付（年金払い退職給付）」が支給されます。

旧職域部分と退職等年金給付との違い

旧職域部分 退職等年金給付

年金の性格

公的年金である共済年金の一部（社会保
障制度の一部）。
公的年金は、①国民皆年金②社会保険方
式、世代間扶養という特徴があります。

退職給付の一部（民間の企業年金に相
当）。
公的年金制度と異なり、世代間扶養の仕
組みではありません。

財政方式
賦課方式。
現役世代の保険料収入で受給者の給付
を賄う世代間扶養の方式。

積立方式。
将来の年金給付に必要な原資をあらかじ
め保険料で積み立てる方式。

給付設計
確定拠出型。
現役時代の報酬の一定割合という形で給
付水準を決める方式。

キャッシュバランス型。
国債利回り等に連動する形で給付水準を
決める方式。

対象となる加入期間 平成２７年９月３０日以前の組合員期間。 平成２７年１０月１日以後の組合員期間。

請求手続き
(老齢・障害・遺族)厚生年金の請求をした
ことをもって、請求した取扱いとなります。

厚生年金とは別の請求書を用いて請求し
ます。

離婚分割 分割の対象となります。 分割の対象となりません。

支給開始年齢
（障害・遺族年金を除く）

老齢厚生年金の支給開始年齢と同じ。
原則として６５歳（在職中の場合は退職
時）。

障害・遺族年金の給付
（公務及び通勤災害）

公務及び私傷病を含みます。
（通勤災害も対象となります。）

公務上の傷病のみ。
（通勤災害は対象外。）

「給付算定基礎額残高通知書」の送付について
　退職等年金給付は積立方式であるため、積立額を年1回通知書によりお知らせしています。平成27年10月～平
成28年3月の積立額を平成28年6月頃に所属所経由でお届けしました。なお、来年度以降は、毎年5月頃に送付す
る予定です。

お問い合わせ先　年金課　☎ 083‒925‒６550

　今回は一元化により新しく始まった制度を特集として掲載し
ましたが、いかがだったでしょうか？「これはどうなの？」「○○
について知りたい！」など、ご意見やご質問がありましたら、クロ
スワード等の応募の際にあわせて教えてください。
　これからも、将来の生活に不可欠な年金制度について、情報
を発信していきたいと思います。

◆年金特集

2016年9・10月号P8～9

2016年4月号P9
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整骨院・接骨院での組合員証等の使用は適正に整骨院・接骨院での組合員証等の使用は適正に
　整骨院や接骨院で柔道整復師が行う施術には、
組合員証等が使える場合と使えない場合があること
をご存じでしょうか？
　柔道整復師が行う施術では、「急性の外傷性傷病
に対し治癒を目的とした場合」に限り、組合員証等
を使用できます。次のことにご注意いただき、今後と
も適正に受診されますようお願いします。

　組合員証等を使用した場合は、一般的に整骨院や接骨院が用意する療養費支給申請書への組合員
の署名が必要です。受診内容（傷病名、施術日数、金額など）が記載されていますので、しっかりと確認
のうえ署名してください。

★療養費支給申請書の内容を確認しましょう

　毎年２回（２月、８月）、医療費通知書を発行しています。受診された際には領収書を保管され、医療費
通知書と領収書の内容を照合し、内容をご確認ください。

★医療費通知書で確認しましょう

　組合員証の使用については、下表をご覧ください。負傷の原因は正しく伝えましょう。

★受診の際には、症状の原因を確認しましょう

※ 同一の負傷に対して同時期に医師と柔道整復師に重複してかかることはできません（ただし、負傷の状態を確認す
るために医師の検査を受ける場合は除く。）。

組合員証が使える場合 組合員証が使えない場合

　打撲
　捻挫
　挫傷（肉離れ等）
　 骨折・脱臼 
（緊急時以外は医師の同意が必要）

　 日常生活や加齢からくる疲労・肩こり・ 
腰痛・体調不良など
　スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
　 病気（神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ 
ヘルニア等）からくる痛みやこり
　脳疾患後遺症等の慢性病
　症状の改善が見られない長期施術 など

●適正な受診を心がけましょう
　組合員数及び被扶養者数は年々減少しているにもかかわらず、柔道整復の受診件数は増加傾向にありま
す。組合員証が使用できる場合について再度確認され、適正な受診をお願いします。
　柔道整復師の施術を受けても、なかなか治らない場合は、内科的な要因が関わっている場合もありま
す。その場合には、医師の診察を受けましょう。
【柔道整復の診療状況】

お問い合わせ先　保険課　医療係　☎ 083‒925‒６142

　来年度を目途に、柔道整復等の請求に係
る内容審査の外部委託により、審査体制を
強化することを検討しています！
　医療費適正化に係る取組みとなりますの
で、ご理解くださいますようお願いします。

TOPIC

8,500

9,000
[ 件数 ] [ 人 ]

8,000

7,500

7,000

6,500

6,000

44,000
42,000
40,000
38,000
36,000
34,000
32,000
30,000

診療件数 組合員及び被扶養者数

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

診療件数と組合員等数の推移

27年度

等）

は医師の同意が必要

など
肉疲労・筋肉痛
チ・五十肩

くる痛みやこり
等の慢性
られない長期施術
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●傷病手当金　　　　●出産手当金

●休業期間中に基本給の全部または一部が支給されている場合でも、該当給付が支給される場合があります。

該当給付の支給については、以下の点に注意する必要があります。
●該当給付は、標準報酬月額を基に算定されること。
● 休業期間中に基本給や扶養手当などの該当する手当（以下「基本給等」という。）が支給される場合、その基
本給等との調整が行われること。

　標準報酬月額は、ある特定月の基本給等を基に算定するため、休業期間中の基本給等の額が、標準報酬
月額と比べて大幅に減額となる場合があります。（下図参照）

　よって、休業期間中に基本給の全部または一部が支給されているような場合でも、標準報酬月額を基に
算定した該当給付の額の方が高くなり、その差額が支給される場合があります。

　組合員の皆さんが一定の理由により休業した場合、所得保障を行うため、共済組合から
その理由に応じた手当金（以下「休業給付」という。）を支給しています。
　次の休業給付について、注意いただきたい点についてお知らせします。

休業したときの給付について休業したときの給付について

該当となる休業給付（以下「該当給付」という。）

解　説

標
準
報
酬
月
額

通勤手当

残業手当

基 本 給

通勤手当

残業手当

基
本
給
等

基 本 給

【 休業期間中の給与支払例 】

事例）１　傷病手当金 事例）2　出産手当金

傷病手当金
標
準
報
酬
月
額

標
準
報
酬
月
額

傷病手当金

基本給
（8割支給）

通勤手当

残業手当

基本給
（10割支給）

残業手当

基本給
（10割支給）

基本給
（8割支給）

残業手当

基本給
（10割支給）

休業期間

休業期間

休業期間

１年6か月

１年6か月支給開始

▲

▲ ▲ ▲

▲

無給期間

無給期間

ア・基本給等が支給されても、傷病手当金の一部が支給される場合 出産手当金の支給がある場合

イメージ図 イメージ図

休業開始日以後3日を
経過した日から支給開始

出産の日以前42日 出産日 出産の日
後56日

イ・基本給等との調整により、傷病手当金の支給がない場合

出産手当金

基本給
（10割支給）

標
準
報
酬
月
額

注 意 点

お問い合わせ先　保険課　医療係　☎ 083‒925‒６142
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被扶養者の方にご確認ください

組合員・被扶養者の方へ

今年度今年度のの「特定健康診査」（特定健診）「特定健康診査」（特定健診）はは
もう受けましたか？もう受けましたか？

特定健康診査特定健康診査をを受けた後受けた後はは特定保健指導特定保健指導

　特定健診は、40歳～74歳までの全ての方が対象です。
　被扶養者の方（共済組合の人間ドックを申し込まれた方を除く。）に対しては、６月に特定健診の受診券を
送付しており、有効期限は平成29年3月末までとなっています。
　1年に1度は受診されるように、被扶養者の方に受診の有無の確認をお願いします。

●  受診券を紛失された場合や、共済組合の人間ドックを申し込んだにもかか
わらずキャンセルされた場合などは、受診券をお送りしますので共済組合
にお問い合わせください。

●  11月下旬に、ご自宅あてに被扶養者の受診券のご利用について確認のお
手紙を送付する予定です。

～該当する方には、共済組合からご案内を送付します～

特定保健指導の対象となった方は、生活習慣病を発症するリスク大!!

将来、心臓病や脳卒中、糖尿病などの重大な病気を発症する危険があります。
健康寿命を延ばすためにも、生活習慣の改善が必要です。

　健康診断の結果、腹囲が85cm以上の男性・90cm以上の女性（ただし、腹囲が基準以下でも
BMIが25以上あれば該当します。）、血糖・血圧・血中脂質に異常がある方が対象となります。

特定保健指導の基準

特定保健指導とは

面接
専門家のアドバイスを
受け、計画を立てます

実行
計画に沿って生活習慣を
改善します

評価（6ヵ月後）
実行した成果を確認

ク大!!

お問い合わせ先　保険課　健康推進係　☎ 083‒925‒６142
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平成28年9月末現在の『貯金現在残高通知書』を発行しました

貯金事業貯金事業ののご案内ご案内
　この書類は、通帳に代わる大切な書類です。再発行はしませんので、大切に保管してく
ださい。

　❶ 半期（平成２８年４月１日～平成２８年９月３０日）の収支を、計算式により記載しています。
　❷ 利率や税率など、利息計算に必要な情報を記載しています。
　❸ 半期の出入金の明細を記載しています。
　❹   貯金の払戻し・解約金の送金口座です。

共済組合の給付金等振込口座ですので、変更の場合は、「氏名等変更申告書」を所属所の共済組合
事務担当課にご提出ください。（共済貯金の送金先のみの口座変更はできません）

❶
❷

❸

お問い合わせ先　福祉課　福祉係　☎ 083‒925‒６551

　希望額をいつでも積立てできます。臨時積立専用「振込依頼書」に
ご記入の上、山口銀行の窓口でお手続きください。（振込手数料無料）

年利
0.9％
（半年複利）

冬のボーナスは共済貯金の「臨時積立」へ冬のボーナスは共済貯金の「臨時積立」へ

・ 共済貯金未加入の方は、最初に加入申込書を提出してください。

・ 臨時積立専用「振込依頼書」は所属所の共済組合事務担当課でお受け取りください。

・ 積立額は、１万円単位です。　

・ 10万円以上の積立ての場合は、山口銀行窓口で本人確認書類の提示を求められま
すので、あらかじめご用意ください。

・ 臨時積立をされた方には、「臨時積立受領書」を積立のあった日の翌月中旬に、所属所を通じて送付します。

❹
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お問い合わせ先　福祉課　福祉係　☎ 083‒925‒６５５１

　平成18年1月から平成28年12月までの間に貸付けた住宅貸付で、償還期間が10年以上の貸付けに
ついて「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を発行します。
　住宅借入金等特別控除を受けるためにご利用ください。

● 平成18年1月から平成27年12月までに住宅貸付を借入れた方
　 平成28年11月上旬に証明書を発行します。　➡ 年末調整用
● 平成28年1月から平成28年12月までに住宅貸付を借入れた方
　 平成29年１月中旬に証明書を発行します。　  ➡ 確定申告用
※ 住宅借入金等特別控除を受けるための詳しい条件等については、税務署へお問い合わせください。
※ 繰上償還をしたことなどにより全償還期間が10年未満になった貸付けに対して、証明書は発行できません。

住宅取得資金「年末残高等証明書」を発行します

　「だんしん」特約保証料及び債務返済支援保険保険料は12月の保険更新時に、1年分をまとめて徴収
しています。よって、これらの保険にご加入の方の平成28年12月～平成29年11月分の特約保証料等を
12月中に給与等から控除して徴収します。

「だんしん」特約保証料等を12月中に徴収します

貸付利率を据置きます

　貸付規程により、例月は月末である貸付決定日が、12月に限り25日となっています。このため、申込
書の提出期限が、12月15日（木）共済組合必着となります。
　貸付けの申込みを検討されている方はご注意ください。（通常は２０日共済組合必着です。）

１２月の貸付申込締切日は、12月15日（共済組合必着）です

貸付事業貸付事業ののお知らせお知らせ

　共済組合の貸付利率は、財務大臣が定める財政融資資金利率（１０年もの）に連動して半年ごと（１月
と７月）に見直す変動性となっています。
　平成２９年１月１日からの貸付利率は、基準となる財政融資資金利率（平成２８年１０月１日現在
0．01％）が、最低利率区分の２．４％以下のままであったため、現行利率※のままとなります。

※普通・住宅・特別貸付　2.66％、災害貸付　2.22％、在宅介護対応住宅貸付　2.40％
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有限会社 ライフ山口
〒753-0072
山口市大手町9番11号　山口県自治会館 3階
■フリーダイヤル：0120-170-215
　（担当さるがみ）
■FAX：083-925-2161

問い合わせ先ライフ山口だより

（注）一時払退職後プランのうち、普通傷害保険【損害保険】の保険期間については、保険料の払い込みがあった月の翌月１日より１０年間です。
※「長期療養サポート」および「ゆとり」は退職後継続加入ができません。
※年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、１年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。
（例）保険年齢40歳＝平成２９年３月１日現在満39歳6ヵ月を超え満40歳6ヵ月まで
※ 現職中の「長期継続保障」「遺族サポートロング」「医療保障保険」「総合医療サポート」「先進型医療サポート」「重病克服支援プラン」および「長期療養サポート」への加入は「遺族サポートプラン」
の加入が必要です。
※ 一時払退職後プランは一時払退職後終身保険と普通傷害保険をセットしたものです。一時払退職後終身保険と普通傷害保険ではお支払の対象となる支払事由や支払保険金の算出方法、給付割合
等が異なります。それぞれの保障内容、保険料等の詳細はパンフレットをご参照ください。
※ 総合医療サポートは無配当医療保障保険（生命保険部分）と医療保険（損害保険部分）をセットしたものです。生命保険部分と損害保険部分ではお支払の対象となる支払事由や支払保険金の算出方
法、給付割合等が異なる場合があります。それぞれの保障内容、保険料等の詳細はパンフレットをご参照ください。
※制度内容等の詳細は、別途パンフレットをご参照ください。
※個人扱の退職後制度の詳細については、退職時に別途配付されるパンフレットをご参照ください。

※退職後制度の手続きについては、平成２９年１～３月頃に「遺族サポートプラン」の推進員が各所属所へ訪問させていただく予定です。

退職後制度は、【個人扱】と【共済扱】の２種類があり、退職後も一定期間継続加入できます。
【個人扱】⇒引受保険会社の制度に加入
  退職日まで「遺族サポートプラン」「長期継続保障」に加入されている方は、個人扱の退職後制度に加入す

ることができます。（遺族サポートプランは、退職日直前まで継続して２年以上の加入が必要です）
【共済扱】⇒現職中同様、共済組合の制度として継続
  退職日まで「遺族サポートロング」に加入されている方は、退職後も69歳まで同じ保障内容で継続するこ

とができます。
  あわせて、「医療保障保険」「総合医療サポート」「先進型医療サポート」「重病克服支援プラン」もその

まま継続することができます。

「遺族サポートプラン」退職後制度の概要について

退職後制度イメージ退職後制度イメージ

保障内容

三
大
疾
病

病
気
・
ケ
ガ

死
亡
・
高
度
障
害

障
害
状
態（
障
害
年
金
１
級
、２
級
）

（「
遺
族
サ
ポ
ー
ト
プ
ラ
ン
」）

現職中制度

【生命保険】
遺族サポートロング
万一（死亡・高度障害）の場合の保障

【生命保険】
医療保障保険
継続して２日からの入院保障　※退職後継続は「遺族サポートロング」の加入が必要

【生命保険】
長期継続保障
万一（死亡・高度障害）の場合の保障（75歳まで加入時と同じ保険料率
で継続可能）

【生命保険】＋【損害保険】
総合医療サポート
入院・手術など幅広い保障　※退職後継続は「遺族サポートロング」の加入が必要

【生命保険】
先進型医療サポート
入院を伴わない手術や放射線治療、先進医療等の保障
※退職後継続は「遺族サポートロング」の加入が必要

【生命保険】
重病克服支援プラン
所定の「悪性新生物（がん）」と診断確定されたとき、または「急性心筋梗塞」「脳卒中」を発病して所
定の状態になられたとき、もしくは所定の手術を受けられたときの保障 
※退職後継続は「遺族サポートロング」の加入が必要

退職後制度【個人扱】
【生命保険】
遺族サポートプラン
万一（死亡・高度障害）の場合の保障
障害状態（障害年金１級、２級）の場合の保障

退職後制度【共済扱】

【生命保険】＋【損害保険】（注）
一時払退職後プラン（終身）
万一（死亡・高度障害）の場合の終身保障

継続（７５歳まで）

継続（69歳まで）

継続（69歳まで）

継続（69歳まで）

継続（69歳まで）

継続（69歳まで）

※障害保険金、障害初期給付金は64歳までの本人のみ保障の対象とな
　ります。
※死亡保険金、高度障害保険金、障害保険金は重複して支払われません。

※ ご退職等により被保険者が契約者となった場合、
保険期間満了後は80歳まで自動更新の取扱いと
なります。また、更新後の保険料は、更新時の年
齢および保険料率により計算します。

※ 対象となる先進医療については、
パンフレットの「給付金に関する
注意」をご確認ください。

MY-A-16-他-007040
MYG-A-16-LF-565
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医療費の証明について
～確定申告の準備～

《必要項目》
●接種者氏名　●接種日　●金額　●インフルエンザの接種であること
　なお、ご提出いただいた領収書の返却はできませんのでご了承ください。

　組合員を対象に、インフルエンザの予防接種助成（接種者負担金額のう
ち1人1,000円を限度）を行っています。

　確定申告の際に医療費控除※を受けるためには、「医療機関が
発行した領収書」に加えて、共済組合から医療費に係る給付が
あった場合は「医療に係る給付金額の証明書」も必要となります。
　この共済組合からの給付については、給付がある場合に配布
している『短期給付決定通知書』または年2回配布している『医
療費通知書』を証明書とすることができます。
　『医療費通知書』については、2月に前年4月～前年9月診療
分、8月に前年10月～当年3月診療分を送付しています。
　個別に証明が必要な期間がある場合は、『療養給付費証明願』
を提出していただくことにより、該当期間に係る『医療費通知書』を発行します。なお、事務処理
上、12月診療分までの証明が必要な場合は、送付が3月上旬になりますのでご了承ください。

●様式は共済組合ホームページからダウンロードできます。

※医療費控除とは？　 世帯全体で負担した年間医療費から給付金分を除いた金額が、100,000円を超えた
場合等には、超えた金額を控除することができます。医療費控除の詳細については、税
務署等にお問い合わせください。

　 請求をする際には、領収書（原本）が必要です。
　予防接種の際には、次の必要な項目が記載された領収書（明細書）を受け取るようにお願いします。

お問い合わせ先　保険課　☎ 083‒925‒6142

インフルエンザ予防接種助成のご案内インフルエンザ予防接種助成のご案内

　請求は、所属所ごとに取りまとめてから一括請求をしていただきます。
各所属所の共済組合事務担当課からの指示に従って請求してください。

　所属所の指示により、共済組合に届け出た給付金等振込口座に予防接種助成を送金する
ことがあります。
　共済組合の給付金等振込口座に変更がある場合は、手続きもれがないかご確認をお願い
します。

（注） 給付金等振込口座へ送金する場合には、送金通知を行いません。なお、通帳に記載される送金元は
「キョウサイインフル」となりますので、記帳して確認してください。

請求方法
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　今回、「お維新ちゃ！やまぐち」は、番外編です。７月２９日(金)、山口県社会福祉会館に

おいて、翠山荘、セントコア山口及び防長苑が合同で社会福祉法人 山口県共同募金会と

赤い羽根共同募金「募金百貨店プロジェクト」に関する覚書を調印しました。

合同覚書調印式記念写真
（左から）
•【防 長 苑】
　支配人  岩本　和明 
•【山口県共同募金会】
　会　長  清弘　和毅 様
•【翠 山 荘】
　支配人  大野　時夫 様
•【セントコア山口】
　支配人  伊藤　俊治 様

番外編

事業概要
　地方職員共済組合
（翠山荘）・公立学校共済組合（セントコア山口）・市町村職員共済組合（防長苑）の３施設で協同し
て作製した竹割箸を、それぞれ運営するホテルのレストラン及び宴会で利用いただいた場合、１膳
につき０．３５円を赤い羽根共同募金を通じてやまぐちの福祉を良くする活動に寄付する企画を実
施することとしました。
　竹割箸は、美祢市農林開発株式会社（３セク）が美祢社会復帰促進センター（日本初のPFI方式を
活用して運営される官民協同の刑務所）と協同し、山口県美祢市の竹林から伐採された竹を使用し
て、薬品などを使わず自然のまま仕上げられています。
　また、竹割箸を入れる箸袋は、今まで３施設共に自施設の名称を入れたものを使用していました
が、山口県（やまぐち幕末ISHIN祭プロジェクト推進委員会）が行う観光キャンペーン「やまぐち幕
末ISHIN祭」のロゴに統一し、観光PRの一助を目指しました。さらに、箸袋の印刷等は、障がい者施
設に依頼しており、障害者の仕事が少なく、給料（工賃）も少ないという社会課題への対策にもなっ
ています。
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お問い合わせ先 竹割箸及び料理に関すること 防長苑 ☎083-922-3555
企画に関すること 共済組合  福祉課  施設係 ☎083-925-6551

山口県観光スポーツ文化部
観光プロジェクト推進室

室　長　三浦　健治 様 （左）

　９月２日（金）防長苑において、おいでませ
山口観光キャンペーン推進協議会より「やま
ぐち幕末ISHIN祭・PRサポーター認定証」を
交付いただきました。
　今回はやまぐち幕末ISHIN祭の公式ロゴ
及びキャラクターを使用した箸袋で、キャン
ペーンの情報発信を行うとして認定されたも
のです。
　今後も、僅かではありますが、観光施策の
支援を行っていきたいと思いますので、お気
軽にお問い合わせください。

９月２日（金）防長苑において９月２日（金）防長苑において
やまぐち幕末ISHIN祭・PRサ

ポーター認定証の交付

こちらのお料理は１１月～１２月の間、実際に防長苑でお出ししています！
新着情報のれすとらん旬花をポチッとしてね検索防長苑

▲美東ごぼうの甘酢炒め

▲美東ごぼうと長州どりのホワイトカレー

▲美東ごぼうのポタージュ ▲美東ごぼうのビスコッティー

ランチバイキング

ランチバイキング 平日フェア

平日フェア

今回は過去のお維新ちゃ！料理のリバイバルです。
美祢市のごぼうをご堪能くださいヾ (*´∀｀*)ノ

Kyosai-Yamaguchi   2016   No.294 17



　9・10月号（No.293）の18ページに掲載しました「厚生年金保険給付に係る保険料率の引き上
げ」に関する記事に誤りがありました。正しくは次のとおりです。お詫びして訂正します。

【誤】
（参考）厚生年金保険に係る保険料率【本人員負担分】 （単位：‰）

改定時期 平成28年8月まで 平成28年9月まで 平成29年9月まで 平成30年9月まで
組合員保険料率 86.39 88.16 89.93 91.5

【正】
（参考）厚生年金保険に係る保険料率【本人員負担分】 （単位：‰）

改定時期 平成28年8月まで 平成28年9月から 平成29年9月から 平成30年9月から
組合員保険料率 86.39 88.16 89.93 91.5

防長苑の
イベント

（11・12月）

●忘年会プラン
　11月1日（火）～12月30日（金）
●Xmasケーキデコレーション体験
　12月23日（金）～25日（日）
●クリスマスバイキング
　12月24日（土）、25日（日）

共済貯金送金スケジュール
共済組合締切日（必着） 送金日

払戻し

11月15日(火) 11月30日(水)
11月30日(水) 12月15日(木)
12月15日(木) 12月30日(金)
12月30日(金) 1月13日(金)

解約
11月10日(木) 11月30日(水)
12月9日(金) 12月30日(金)

共済組合の行事（11・12月）
●組合会議員選挙　11月9日（水）・18日（金）・24日（木）

お詫びと訂正

宿泊利用助成券に関するお知らせ宿泊利用助成券に関するお知らせ
以下の施設のご利用をお考えの際には、営業日にご注意ください。

平成28年11月1日　リニューアルオープン
国民宿舎　大城　（下松市）

平成29年1月31日　営業終了
ホープスターとっとり　（鳥取県鳥取市）
弓ヶ浜荘　（鳥取県米子市）
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山口県市町村職員共済組合

組合の状況

● 答え
○○○○○○○○
● 住所
● 電話番号
● 組合員名
● 応募者名（続柄）
● 所属所名
● 組合員証記号番号
● 共済事業に対する
　 ご意見・ご感想

1 2 3 4
G

5
H G

6
C

7 8 9

11 10 11
B

13

14 12 13 14
E

15 16
F

17 19 20

18
A

19 20 21

22 23
D

※ お寄せいただいたご意見等に
ついては今後の共済事業運営
の参考とさせていただきます。

応 募 方 法

応 募 先

締 め 切 り

ハガキまたはFAXに右記のとおりご記入のう
え、ご応募ください。（1人1通まで）

〒753-8529
山口県山口市大手町9-11
山口県市町村職員共済組合 総務課 企画係
FAX 083-921-1228

12/1（木）必着

正解者の中から抽選で10名様に
図書カード1,000円分を差し上げます。
クロスが解けたらA～Hを順に並べてください

クロスワード
パズル

タ
テ
の
カ
ギ

ヨ
コ
の
カ
ギ

1 本能寺の変の首謀者と言われています。○○○光秀。
3 砂漠の中で、水が湧き、樹木の生えている所。
5 旧日本海軍の世界最大の戦艦。
6 近代彫刻の父といわれる有名なフランスの彫刻家。
7 英語で言うとsometimes。
10 ○○○○日本一の湖は秋田県の田沢湖です。
13 物事を知り尽くしている人にそのことを説く愚かさのたとえ。
○○○に説法。

15 電気を取るための差し込み口。
18 卵を落とし入れた料理。○○○うどん・○○○とろろ。
19「白」を英語で言うと？
22 直感的に察する力があること。○○が働く。
23 ちりやごみなどをはく掃除道具。

1
熱
を
伝
え
て
シ
ワ
を
伸
ば
し
ま
す
。

2
物
事
を
す
る
の
に
よ
い
機
会
。

3
去
年
の
前
年
で
す
。

4
空
気
中
に
含
ま
れ
て
い
る
水
蒸
気
の
割
合
。

8
あ
る
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
に
命
令
す
る
こ
と
。

9
あ
る
行
為・行
動
を
許
す
こ
と
。

11
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
改
革
。

明
治
○
○
○
。

12
江
戸
幕
府
が
繁
栄
を
築
く
要
因
と
な
っ
た
制
度
。

○
○
○
○
交
代
。

14
食
用
と
し
て
栽
培
さ
れ
る
草
本
植
物
の
総
称
で
す
。

15
日
本
は「
君
が
代
」で
す
。

16
○
○
プ
ロ・○
○
ダ
ブ
ル・○
○
ロ
ン
グ
。

17
ど
う
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
く
な
る
こ
と
。

○
○
○
に
暮
れ
る
。

20
守
り
が
弱
い
さ
ま
。○
○
が
甘
い
。

21
ハ
リ
ネ
ズ
ミ・ウ
ニ
な
ど
に
あ
り
ま
す
。

平成28年10月3日現在 組合員／男
10,326人

組合員／女
5,533人

組合員／合計
15,859人

任意継続組合員
200人

被扶養者／男
6,612人

被扶養者／女
10,724人

被扶養者／合計
17,336人

〒753-0072（個別番号〒753-8529）山口市大手町9番11号　山口県自治会館3階　FAX/083-921-1228
TEL/083-925-6141（総務課）　083-925-6142（保険課）　083-925-6550（年金課）　083-925-6551（福祉課）
●発行日／平成28年11月1日　　●発行人／平井 信治郎　　URL http://www.kyosai-yamaguchi.jp/

「クロスワードパズル」
プレゼント当選者発表

応募総数　137通
正　　解　135通

　抽選により当選者を決定しました。
　当選者には11月中旬までに賞品
をお送りします。お楽しみに！

《前回の答え》

コウヨウシーズン

※ 当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

編 集 後 記
先日部屋の模様替えをしたのですが、思いのほかきれいになって、良い気分

になりました。もうじき年末ということもあり、この勢いで、今年こそは毎年

さぼっている大掃除に挑戦してみよう！と、今は思っています。この情熱が

12月まで続きますように…（Ｍ・Ｈ）

人間ドックの受診時に体調が良くて、いい結果が出ると思っていても、何か

しらの数値に悪い結果が出てしまう年頃になってしまいました。そんな中、

町内の運動会に出場しないといけなくなってしまい、大変不安ですが、いい

機会と思って、それにむけてできる範囲で体力づくりを始めてみようかと

思っています。（Ｔ・Ｍ）

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

11 12

13 14 15

16 17

18 19 20 21

22 23

24

オ ヒ レ ウ チ ミ ズ

ハ ザ ー ド マ リ ン

ヨ ガ ラ ク タ ド

ウ ド ン ウ ノ ウ

ク メ キ シ コ

シ シ マ イ マ ギ ワ

カ ン ヌ ノ ウ リ ツ

ク ケ ン ダ マ ト

7
ズ

ン

シ

ヨ

ウ

ー

コ

ウ
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「2016忘年会プラン」「2016忘年会プラン」
イベント告知

◆ふくさしふくちりセット◆

◆クリスマス◆

平成28年
11月1日～12月30日

忘年会

◆おせち◆

◎ 勤続25周年祝・結婚祝の防長苑優待助成券、平成28年度防長苑割引券がご利用いただけます。

団体保険制度のお問い合わせは、有限会社ライフ山口へ
フリーダイヤル 0120-170-215（担当  さるがみ）　FAX 083-925-2161協賛：ライフ山口

クリスマスバイキング
12月24・25日　18:00～20:45
大人3,000円／中学生1,500円
小学生1,000円／幼児500円
（飲物別）

•3～4人前のふくさしふくあら入り
•5日前までにご予約ください （クール便、宅配料別15,000円）

12月26日までに
ご予約ください。
受け渡し日 ：
 12月31日 
12：00～19：00
受付にてお渡しいたします。

写真はイメージです。

Xmasケーキデコレーション体験
12月23・24・25日（1日2回計6回 各30組）
1回目11：00～／2回目14：00～
苺デコレーションケーキ 1個 2,000円

Xmasチキン＆オードブル
お渡し日：12月23・24・25日
受付にてお渡しいたします。
　　•Xmasチキン（1.2㎏） 2,500円
　　•Xmasオードブル 3,000円
12月22日までにご予約ください。

安納芋のスイートポテト…1,500円
　芋の甘みがたっぷりと詰まったしっ
とり濃厚スイーツ
（売り切れの場合、次回収穫までお待
ちください）

純はちみつのなめらかプリン…230円
　生きた「純はちみつ」だけを甘みに使っ
たプリンです

苺のドレッシング…756円
　苺の果実をぜいたくに詰め込みました

防長苑オリジナルスイーツ＆ドレッシングのご案内

ご宿泊プラン　1泊2食お一人様料金
 ●ふくを満喫「ふくフルコース」 ............18,000円
 ●部屋食で堪能「ふく会席」 .................13,000円
 ●食事処でお手軽に「ふく御膳」 .............8,400円

防長苑防長苑ののふく料理ふく料理
和・洋の技で華やかに

和洋会席料理 5,000円より
パーティースタイルでなごやかに

パーティー料理 4,000円より
冬の味覚できらびやかに

ふく料理 8,000円より
鍋を囲んでにぎやかに

鍋会席料理 4,000円より

旬のぜいたく

特製二段重（3～4人前）
15,000円

お土産にもどうぞ


